
広報春日井 令和 4 年６月号広報春日井 令和 4 年６月号 1212

委員会名 日時
文教経済委員会 6月23日(木)

午前9時～
厚生委員会 6月24日(金)
建設委員会 6月27日(月)
総務委員会 6月28日(火)

※  開催しない場合や日程が変更になる場合あり
場 市役所南館4階全員協議会室　　定 5人(抽選)
※ 傍聴を希望する人は、当日午前8時30分～ 8時 
　 45分に議会事務局議事課へ

市議会常任委員会
議事課(☎85－6492)

    　 　　     新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期になる場合があります。  
　  　 　 詳しくは、主催者や各施設に問い合わせてください。

時 7月11日(月)午後1時～ 5時
場 かすがいげんきっ子センター
内 子育てを相互にサポートする有償のボランティ

ア組織の依頼・援助会員としてそれぞれの会員
活動に必要な知識を学ぶ

定 30人(託児10人、6か月から)〈先着順〉
申 6月18日(土)午前9時から、受講者の証明写真(縦

4cm×横3cm)2枚、子ども医療費受給者証(依
頼会員のみ)を持って、かすがいげんきっ子セン
ター窓口へ

    会員になるための講習会
かすがいげんきっ子センター内ファミリー・サポート・センター (☎35－3516）

ID:1010363

■ 市ホームページ

　｢大切な　水と一緒に　暮らす日々 ｣をスローガ
ンに掲げ、全国一斉に啓発活動を実施します。水道
週間を通して、改めて水道の大切さについて考えて
みましょう。
パネル展示
時 6月1日(水) ～ 6日(月)
場 市役所市民ホール

6月1日～ 7日は水道週間
上下水道経営課(☎85－6406)

内 高齢者の長寿を祝い、地域の敬老意識を高める
ために行う

対 区・町内会や自治会、地区社会福祉協議会など
補助金額：行事に要する費用のうち、下の表の金額を

限度として交付
世帯数 金額

100世帯まで 2万円
101 ～ 300世帯 3万円
301 ～ 500世帯 5万円

501 ～ 1000世帯 7万円
1001 ～ 2000世帯 12万円
2001 ～ 3000世帯 20万円

3001世帯以上 30万円

申 行事の開催前かつ11月30日(水)までに、申請書
類(地域福祉課、市ホームページに用意)に記入
して、地域福祉課へ

敬老会の地域開催に補助金を交付
地域福祉課(☎85－6176)

会議の公開
会議 担当課 詳細

都市計画審議会 都市政策課
（☎85－6264）

時 6月8日(水)午前10時から
場 市役所南館4階第3委員会室　　定 10人(先着順)

総合計画審議会 企画政策課
(☎85－6041)

時 6月20日(月)午前10時から　　
場 市役所南館4階第3委員会室　　定 10人(先着順)

教育委員会定例会 教育総務課
(☎85－6436)

時 7月14日(木)午後1時30分から　　
場 市役所南館4階第3委員会室　　定 10人(先着順)
申 当日午後1時から、第3委員会室へ

観光・にぎわい創出
推進会議

経済振興課
(☎85－6244)

時 7月15日(金)午前10時から
場 市役所南館4階第3委員会室　　定 10人(先着順)

高蔵寺リ・ニュータウン
推進会議

ニュータウン創生課
(☎85－6048)

時 7月15日(金)午前10時30分から　
場 東部市民センター　　定 10人(先着順)
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時 7月10日(日)午後1時～ 4時
内 民事などに関する法律問題について、弁護士が

相談を受ける(予約制25分)

休日法律相談を実施
市民相談コーナー (☎85－6620)

市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

時 とき　場 場所　内 内容　対 対象　定 定員　申 申し込み

家計調査に協力してください家計調査に協力してください
　家計調査は、毎月、総務省
統計局が県を通じて全国で行
っています。この調査は私た
ちの暮らし向きを家計の面か
ら捉えるもので、一定の方法
により選定された世帯に家計簿をつけていただき
ます。その集計結果は経済政策や社会政策の基礎
資料などとして活用されており、非常に重要な調
査です。調査員が伺ったときは、協力してくださ
い。なお、調査内容は統計のためだけに使用しま
すのでありのままを答えてください。

県統計課(☎052－954－6104)

配布場所：市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市
民センター、各ふれあいセンター、各公民館、
総合体育館、あい農パーク春日井、市観光コン
ベンション協会　※市ホームページからもダウ
ンロード可

桃とぶどうの直売所ガイドマップを発行
農政課(☎85－6236)

時 6月22日(水)午後2時～ 3時30分
内 医療専門職による健康教室｢生活習慣病を学び健

康寿命をのばす｣、健康相談会(希望者に個別相談)
対 65歳以上の人
定 20人(先着順)
申 春日井リハビリテーション病院へ

まちの保健室モデル事業
春日井リハビリテーション病院(☎88－0011)

とき 電話番号
食事療法・栄養相談

(複数の疾患を有する人)
〈予約制〉

第2火曜日
9：30 ～ 11：00

31－2133

歯科健康相談(予約制)
第2水曜日

9：30 ～ 11：00

メンタルヘルス相談
(面接での相談を

希望する人は要予約)

月～金曜日
(祝日を除く)

9：00 ～ 12：00、
13：00 ～ 16：30

31－0750

血液検査(エイズ、梅毒、
肝炎ウイルス)

第1・3火曜日
9：00 ～ 11：00 

34－1699
骨髄ドナー登録(予約制)

検便検査
(専用容器が必要)

毎週火曜日
(8/9、9/20を除く)

9：00 ～ 11：00
31－2188

水質検査(予約制)
〈専用容器が必要〉

※日程が変更になる場合がありますので、事前に問 
　い合わせてください

7 ～ 9月の県春日井保健所

地域福祉課地域包括ケア推進室(☎85－6187)

 かすがいいきいき体操 検索検索

　　かすがいいきいき体操動画を
                      リニューアルリニューアルしました

　高齢者がいつまでもいきいきと過ごすことを目
的に市が制作しました。オリジナル曲「春日井よ
いとこ」「わがまち春日井」に合わせ、身体編、口
腔編で構成されています。健康寿命を延ばすため
に必要な要素がたくさん盛り込まれています。ぜ
ひ、毎日の生活に「かすがいいきいき体操」を取り
入れてみましょう。また、広報活動に興味のある
人を募集しています。

 【市公式YouTube】

　令和4年1月2日～令和5年1月1日に新築された家
屋は、令和5年度から固定資産税の課税対象となり
ます。固定資産の評価額・税額を算定するための調
査に関する書類を所有者に送付しますので、確認を
お願いします。増築・改築(※)や取り壊した家屋が
あるときは、連絡してください。(※)主要構造部の
大規模な更新

新築・増築・改築などの家屋調査
資産税課(☎85－6105)
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    　 　　     新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期になる場合があります。  
　  　 　 詳しくは、主催者や各施設に問い合わせてください。

■ 市ホームページ 内 内容　定 定員

　浅田政志｢私の家族｣写真撮影プロジェクトの共同
作業者(被写体)になりませんか。撮影した写真は、
展覧会で展示　※展覧会は11月に文化フォーラム
春日井で開催
資 格：市内か県内在住の人で春日井市にゆかりの

ある人　※9月中に撮影、7・8月に打ち合わせ
あり

定 5組程度
期 限：6月15日(水)必着
詳 細：かすがい市民文化財団ホーム

ページ(右のＱＲコード)へ

浅田政志『私の家族』写真撮影プロジェクト
かすがい市民文化財団(☎85－6868)

浅田家「消防士」2006 年 © Masashi Asada

　令和5年1月8日(日)に開催する｢第41回新春春日井
マラソン大会｣を盛り上げる協賛企業を募集します。
協賛特典
○大会プログラムへ広告の掲載○募集要項へ企業ロ
ゴの掲載○大会ポスターへ企業名掲載○大会ホーム
ページへ企業名とバナーの掲載(9月下旬更新予定)
○会場内の協賛パネルへ企業ロゴの掲載○ゴールゲ
ート(ジョギングの部)へ企業名掲載
期 限：7月8日(金)まで
詳 細：新春春日井マラソン大会ホー

ムページ（右のQRコード）へ

新春春日井マラソン大会の協賛企業
同実行委員会事務局(☎84－7109)

　薬物の乱用は、大切な脳を破壊します。
一度使用してしまうと繰り返し使いたくなり、
次第に使用量が増え、心身ともにむしばまれてい
きます。薬物には決して手を出さず、悩みがある
場合は相談してください。

健康増進課(☎85－6172)

薬物乱用は｢ダメ。ゼッタイ。｣｢ダメ。ゼッタイ。｣

採 用： 令 和4年9月1日(応 相 談:令 和5年4月1日 ま
で)

職 種：事務職(障がい者)
人 員：1人程度
給 与：18万2200円から(大卒の場合)　※その他

各種手当あり
期 限：直接は6月24日(金)、郵送は

6月17日(金)〈消印有効〉まで
詳 細：市スポーツ・ふれあい財団
　 ホームページ(右のＱＲコード)へ

市スポーツ・ふれあい財団正規職員
市スポーツ・ふれあい財団庶務課(☎85－4320)

内 市内の公園・緑地などの草刈り、低木の刈り込
みなどの維持管理および施設管理

採 用：欠員が生じたとき
期 間：令和5年5月31日(水)まで
勤 務：月14日程度(土・日曜日、祝休日もあり)
給 与：時給1060円（施設管理は960円 )　※通勤   

　手当、一時金あり(支給条件あり)
詳 細：市スポーツ・ふれあい財団
　　ホームページ(右のＱＲコード)へ

公園維持管理作業員の登録者
公園管理センター (☎56－0414)

　令和5・6年度の学校給食用物資の納入を希望す
る業者は登録申請をしてください。
提出期間：6月16日(木) ～ 7月15日(金)〈土・日曜日

を除く〉午前8時30分～午後5時
申請書：右のＱＲコードまたは市食育推

進給食会で配布
詳 細：市食育推進給食会ホームページへ

学校給食用物資納入業者の登録
市食育推進給食会(☎52－5505)


